
富里市浄水器設置費補助金交付要綱 

 

（平成２３年４月２０日告示第６９号） 

 

改正  平成２４年３月２８日告示第４４号  平成２８年３月２９日告示第５５号 

    令和４年３月３１日告示第６２号  令和５年３月１４日告示第３０号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地下水汚染対策を推進し、市民の健康の保持に資するた

め、汚染が確認された地下水を飲料水に使用する市民の浄水器の購入及び設

置に要する費用について、この要綱に基づき予算の範囲内において富里市浄

水器設置費補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象浄水器） 

第２条 この要綱における補助の対象となる浄水器（以下「補助対象浄水器」

という。）は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（以下「硝酸性窒素等」とい

う。）の除去について、地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年環境庁

告示第１０号。以下「環境基準」という。）別表の基準値の欄に掲げる基準

に適合する水質に浄化する機器で、かつ、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

 （１） 飲料水を供給する給水装置に接続できること。 

 （２） 浄水機能が１時間当たり５リットル以上であること。 

 （３） 耐用年数が通常の使用方法で５年以上であること。 

 （４） 性能の保証期間が１年以上であること。 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱によって補助金の交付対象となる者は、本市に居住する住民

であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 （１） 地下水を日常生活の飲料用として使用しており、当該地下水に含まれる

硝酸性窒素等が環境基準に適合していないこと。 

 （２） 居住する住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されておらず、

地下水の他に飲料水の確保が困難であること。 

 （３） 過去５年以内に補助金の交付を受けていないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者が次の各号

のいずれかに該当する者であるときは、当該事業は補助対象とならない。 

 （１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７



号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という。） 

 （２） 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令

上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）

をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認めら

れる者を除く。） 

  ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目

的で、情を知って、法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は暴力団員を利用する行為 

  イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを

知りながら、暴力団員又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金

品その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

  ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他契約

の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員で

あることを知りながら、当該契約を締結する行為 

 （３） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象浄水器の購入及び設置に要する費用（設置後

の消耗品経費を除く。）の３分の１に相当する額（千円未満の端数は切り捨

てるものとする。）又は７０，０００円のうち、いずれか低い方の額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に市長が必要と認める場合は補助対象浄水器

の購入及び設置に要する費用の全額又は１４０，０００円のうち、いずれか

低い方の額とする。 

３ 補助金の交付は、１世帯につき補助対象浄水器１基分に限り交付するもの

とする。この場合において、一の住居において２世帯以上の世帯が居住する

場合は１世帯とみなす。 

 （交付の申請） 

第５条 補助金の交付申請をしようとする者は、富里市浄水器設置費補助金交

付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

 （１） 飲料水の硝酸性窒素等に係る水質調査結果書（水道法（昭和３２年法律

第１７７号）第２０条第３項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者

が作成したものをいう。以下同じ。）の写し 

 （２） 補助対象浄水器の浄水性能を証明できる書類 

 （３） 補助対象浄水器の購入及び設置に係る見積書の写し 



 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合は、富里市浄水器設置費補助金交付決定通知書（別記第２

号様式）により申請者に通知するものとする。 

 （変更等の承認申請） 

第７条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者（以下「補助金交付

決定者」という。）が、内容の変更若しくは設置の中止をしようとするとき

は、富里市浄水器設置費補助金変更（中止）承認申請書（別記第３号様式）

を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、富里市浄水器設置費補助

金変更（中止）承認通知書（別記第４号様式）により申請者に通知するもの

とする。 

 （設置の報告） 

第８条 補助金交付決定者は、補助対象浄水器を設置したときは、速やかに富

里市浄水器設置報告書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長

に報告しなければならない。 

 （１） 補助対象浄水器の購入及び設置に係る領収書の写し 

 （２） 補助対象浄水器の設置が完了したことの分かる写真 

 （３） 浄水器設置後の飲料水に係る水質調査結果書の写し 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （交付額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による設置報告書の提出があったときは、その内

容を審査し、補助金の交付額を確定し、富里市浄水器設置費補助金確定通知

書（別記第６号様式）を補助金交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求等） 

第１０条 補助金交付決定者は、前条の規定による補助額の確定通知を受けたと

きは、富里市浄水器設置費補助金交付請求書（別記第７号様式）により市長

に補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付す

るものとする。 

 （補助金の取消し等） 

第１１条 市長は、補助金交付決定者が詐欺その他不正の行為により補助金の決

定又は変更の承認を受けたと認められるときは、これを取り消すことができ

る。 



２ 市長は、前条第２項の規定により補助金が既に交付されているときは、そ

の返還を補助金交付決定者に命ずるものとする。 

（暴力団密接関係者） 

第１２条 富里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号）第２０条第１項

第３号の市長が定める者は、第３条第２項第２号又は第３号に該当する者と

する。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成２４年３月２８日告示第４４号） 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２９日告示第５５号） 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日告示第６２号） 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

 


